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建築家賠償責任保険

２０２６年5月

団体・公務開発部 第二課

制度概要資料
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団体保険の仕組み

団体保険契約の仕組み

・団体保険割引（加入者数によるスケールメリットを活用
した割引）

・建築家賠償責任保険では、一般の契約では組成するこ
とが困難ですが、団体保険では加入者の相互扶助によっ
て制度を組成、維持ができています。

その他メリット
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JIA建築家賠償責任保険への加入の意味と重要性

◆平成27年6月施行の改正建築士法
「設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結
の努力義務化」

◆JIA会員だけが加入できる「真に建築家のための
賠償責任保険」



3

JIA建築家賠償責任保険の全体像

基本プラン・補償充実プラン

機能的不具合担保

オプション

基本補償

構造基準未達（付帯率：34.9%）

法令基準未達（付帯率：40.2%）

工事監理（付帯率55.9%）

請負賠償（付帯率：6.1%）

サイバー（付帯率：15.3%）

CM（付帯率0.4%）

損害拡大防止（付帯率0.3%）

・・・本資料４ページ、パンフレット４ページ

・・・パンフレット６ページ

・・・本資料6ページ パンフレット６ページ

・・・本資料５ページ、パンフレット４ページ

・・・本資料８ページ パンフレット７ページ

・・・パンフレット７ページ

・・・パンフレット８ページ

・・・パンフレット９ページ

・・・パンフレット９ページ
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建築家賠償責任保険 補償内容の解説（基本）

基本プラン・補償充実プラン（基本補償）

概要

補償内容

事故例

設計等の業務ミスによる損害賠償をカバー
✓ 事故が発生し、建築物や他人に損害を与えたとき、法律上賠償しなければならない損害を補償します。（ただし、当初か

ら正しい設計をした場合に必要な費用については、法律上設計事務所が負担すべき賠償責任金額とはならないため補償
の対象とはなりません。）

●構造計算ミスにより、屋根鉄骨梁が損傷した。
●換気計画の配慮不足のため天井材が腐食して天井が剥離した。
● 設計等の業務ミスにより、建築物に基準以上の不同沈下が発生 し、壁に亀裂が生じた。
●床材の選択に配慮不足があり建物の床に亀裂が生じた。
●凍害を考慮した材料選定をしなかったためタイルが剥離した。

※補償充実プランの場合、地盤、基礎に関わる事故の縮小支払割合が85％に
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建築家賠償責任保険 補償内容の解説（基本）

機能的不具合担保（基本補償）

概要

補償内容

事故例

給排水・電気・空調遮音性能 設備の機能的な不具合による損害賠償をカバー
✓ 建築物の「給排水衛生設備」「電気設備」「空気調和設備」または「遮音性能」については、建築物の物理的「滅失もしく

は損傷」事故が発生していなくても、これらの設備が所定の技術水準に適合しないために、本来の機能を著しく発揮できな
い状態が発生したとき、法律上賠償しなければならない損害を補償します。

●構造計算ミスにより、屋根鉄骨梁が損傷した。
●換気計画の配慮不足のため天井材が腐食して天井が剥離した。
● 設計等の業務ミスにより、建築物に基準以上の不同沈下が発生 し、壁に亀裂が生じた。
●床材の選択に配慮不足があり建物の床に亀裂が生じた。
●凍害を考慮した材料選定をしなかったためタイルが剥離した。

1事故につき基本プランの場合は1,500万円
補償充実プランの場合は3,000万円まで補償
縮小填補割合は、基本補償に準じます。
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建築家賠償責任保険 補償内容の解説（OP）

法令未達オプション

概要

補償内容

事故例

建築基準法および建築基準関係法令における基準未達時の損害賠償をカバー
✓ ・「 建築基準法および所定の建築基準関係法令に定める基準」未達については、建築物に「滅失もし くは損傷」が発生

していなくても補償の対象となります。
✓ 「 建築基準法および所定の建築基準関連法に定める基準」未達については、確認申請を行い、確認 済証を発行され

たことが保険の補償対象となる条件となります。
✓ 建築確認済証の交付を受けた時点における建築基準関係法令の基準に基づいて判断します。 ・ 建築確認申請不要

な3 号建物の場合、住宅瑕疵担保責任保険に加入した時点における建築基準 関係法令の基準に基づいて判断しま
す。

●建築確認を得た上で、道路に挟まれた敷地に住宅を建てた。その後、 検査完了時に、近接している道路が法律上の「道路」
ではなく、「宅 地」であることが判明した。これにより建築基準法上の要件に抵触し、 2 階を削る等の手直し工事が必要となっ
た。（建築基準法に違反）
● 駐車場の設計において、設計ミスにより駐車場法に規定されている高 さの制限に抵触したため、改修工事が必要となった。
（駐車場法に違反）
● 非常用照明を設置すべき場所に、一般照明を設置してしまった。（建 築基準法に違反）
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建築家賠償責任保険 補償内容の解説（OP）

工事監理オプション

概要

補償内容

事故例

工事監理の業務ミスによる損害賠償をカバー
✓ 建築家が日本国内において、工事監理の業務ミスその建築物に物理的「滅失もしくは損傷」事故が発生し、建築物や他

人に損害を与えたとして訴訟を受けた時の応訴費用、訴訟の結果、法律上賠償しなければならない場合の損害、訴訟
費用を補償します。

● 工事監理者として配筋検査を行ったが、設計図書と異なる配筋 がなされていることを見落とした。その後、梁にクラックが発
生（損傷あり）し、訴訟を受け裁判で損害賠償が確定した。

● 施工不良によりタイルが落下し、施工者と工事監理者が訴えら れる裁判となった場合の訴訟費用。

✓ 基本プランの限度額と同額
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建築家賠償責任保険 補償内容の解説（OP）

工事監理オプションで対象となる工事監理の範囲（イメージ）

監理（監理者の業務）の範囲

告示8号の範囲

【別添一】第2項「工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務」

工事監理に関する標準業務

建築士法に依る工事監理の法定業務

項目(4)
(建築士法
第2条第8
項に対応)

項目(5)
(建築士
法18条第
3項に対
応)

項目(6)
(建築士
法第20
条第3項
に対応)

項目
（１
）～
（３
）

二「その他の標
準業務」

項目
（１）～（７）

【別添四】
工事監理受託契
約に基づく別添ー
第2項に掲げる工
事監理に関する
標準業務および
その他の業務に
付随して実施され
る業務

1~4

告示8号に含まれない追
加的な業務

独占業務（建築士でなければできない業務）かつ、
工事監理オプションで対象となる業務

非独占業務であるが、
一部工事監理オプションで対
象となる業務
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【別添四】
工事監理受託契約に
基づく別添ー第2項に
掲げる工事監理に関
する標準業務および
その他の業務に付随
して実施される業務

1~4

建築家賠償責任保険 補償内容の解説（OP）

工事監理オプションで対象となる工事監理の範囲（別添四の対象業務）
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建築家賠償責任保険 補償内容の解説（OP）

損害拡大防止オプション

概要

補償内容

事故例

設計業務に起因して生じる滅失もしくは損傷が発生する前の対策を講じるための
「損害拡大防止」費用をカバー

✓ 被保険者等が、設計業務の遂行につき職業上または職務上相当な注意を怠ったことにより生じた目的物の滅失も しく
は損傷が生じるおそれ（注）がある場合、その修補、業務の履行の追完または滅失もしくは損傷の改善もしくは 防止の
ための直接的な費用を被保険者が負担することによって被る損害に対して保険金をお支払します。

✓ （注） 滅失もしくは損傷のおそれがある場合とは、設計業務の遂行時における設計および建築の経験則に照らして、
目的物の滅失もしくは損傷 が発生する、差し迫った高度の蓋然性が認められる場合であって、かつ、その滅失もしくは損
傷の発生が、設計業務の過失以外の事由に 起因するものでも、設計業務の過失以外の事由が介在したことによるもの
でもない場合をいいます。

✓ （※1） 修補を実施することにより、建築家特約条項第1 条に規定する損害を防止または軽減させることのできる額が
、本特約でお支払する費用 を上回ると判断した場合に限ります。 （※2） かび、さび、結露のみの損害に対しては、保
険金をお支払しません。

● 木造住宅の外壁の断熱材選定において防湿層のない断熱材を選定 したため、壁内に結露が生じたことが原因で、滅失もし
くは損傷が発生する差し迫ったおそれが生じた箇所の壁材の修補を行った場合
● 換気計画の配慮不足のため、天井材が剥離するおそれが発生し、 修補を行った場合
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建築家賠償責任保険 現在の加入状況

設計料・監理料

基本・補償充実プラン オプションプラン
A・A１型
(1,000万

円)

Ｂ・B１型
(2,000万

円)

C・C１型
(3,000万

円)

D・D１型
(5,000万

円)

E・E１型
(10,000万

円)

F・F１型
(20,000万

円)

G・G１型
(30,000万

円)

H・H１型
(50,000万

円)

I・I１型
(70,000万

円)
計

⑦構造基
準未達

⑧建築基
準法等未

達

⑨工事監
理

⑩請負賠
償

⑪サイバー
リスク補償

⑬ＣＭ補
償

⑭損害拡
大防止

0～1,000万円未満 78 15 19 12 24 1 0 0 0 149 17 28 54 9 8 0 0

1,000～2,000万円
未満

41 8 16 12 17 4 1 0 0 99 14 25 38 5 8 0 0

2,000～3,000万円
未満

21 20 10 12 10 2 0 0 0 75 15 19 32 1 7 0 0

3,000～4,000万円
未満

11 4 13 6 14 3 2 3 2 58 19 20 31 5 7 0 0

4,000～5,000万円
未満

2 4 9 7 12 2 1 1 1 39 14 15 30 2 5 1 0

5,000～6,000万円
未満

6 4 5 8 21 4 1 1 1 51 15 22 31 1 6 0 0

6,000～7,000万円
未満

1 1 1 6 12 3 0 0 0 24 8 12 17 3 3 0 0

7,000～8,000万円
未満

5 1 3 8 7 1 1 1 0 27 10 13 14 1 6 0 1

8,000～9,000万円
未満

1 3 5 7 6 2 1 2 1 28 15 14 14 4 5 0 0

9,000～1億円未満 1 3 3 2 10 1 2 0 0 22 14 11 17 0 6 0 0

1億～2億円未満 5 7 13 8 37 8 3 2 6 89 40 48 65 4 18 0 0

2億～3億円未満 1 4 0 4 21 3 2 2 1 38 29 30 33 9 14 0 0

3億～4億円未満 0 0 1 4 7 1 2 1 1 17 13 12 14 3 7 0 0

4億～5億円未満 1 0 3 0 4 2 1 1 2 14 9 6 10 0 3 0 0

5億～6億円未満 0 0 0 0 4 0 1 1 3 9 7 6 8 0 5 0 0

6億～7億円未満 2 1 1 0 0 0 3 0 2 9 7 7 6 0 3 0 1

7億～8億円未満 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 2 2 2 1 1 0 0

8億～9億円未満 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 2 0 1 0 0

9億～10億円未満 0 0 1 0 1 1 0 0 3 6 4 4 5 0 0 2 0

10億円以上 4 0 1 2 7 0 1※ 1 11 27 20 20 16 0 7 0 0

計 180 75 104 100 216 39 22 16 34 786 274 316 439 48 120 3 2

割合 22.9% 9.5% 13.2% 12.7% 27.5% 5.0% 2.8% 2.0% 4.3% 34.9% 40.2% 55.9% 6.1% 15.3% 0.4% 0.3%
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JIAケンバイの特徴

“建築家による建築家のため”の制度運営の３つの取組み

＜１＞「業務委員会建賠WG」

継続的な制度の見直し JIAケンバイの趣旨の理解に向けた取組

＜２＞「建築家賠償責任保険審議会」

建築家、弁護士、鑑定人等を含む専門家による公正かつ適正な審議体制

＜３＞「図解事故事例集」による事例からの学び

事故事例を図解で解説、未然防止に向けた教育用資料としても有効
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万が一事故にあわれた場合には

事故発生時（おそれ）があった際には、損害保険ジャパンの査定窓口へご連絡ください。
→慌ててご示談されないよう、初動対応などについてご相談に応じます。

・事故内容を確認し保険対象事案の可能性有無を確認いたします。
・保険対象事案の可能性がある場合は正式にご申請いただきます。
・申請書受領後は専門家である鑑定人に事故内容を精査調査していただき不足資料などを補完します。
・鑑定人調査後に、審査会に諮問し更に専門家の先生方のご意見を伺います。
・当該審査結果を基に、事故解決に向けたご相談に応じます。
・弊社は弁護士ではないため相手方様と直接示談交渉は出来ませんが、 事件解決（示談交渉）に向けて、
法律上の賠償責任の考え方、賠償責任額、相手方との交渉の進め方に ついてご相談に応じます。
（示談書のひな形などのご提供等）

◆初めて事故にあわれた被保険者の先生でも、事故解決に向かえるようお力添えいたします。


